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※L1津波：比較的発生頻度の高い津波のこと 32 

※ 青文字：県で取組は実施していないが、国の影響評価及び適応計画を基に重要と思われる細目について参考に記載 33 
※ ○：本県において施策が実施されている細目 34 
※ ◎：本県において施策が実施されており、特に重要と考えられる細目 35 
※ 黄色網掛けは、現行計画から追加・変更等した内容 36 
   37 
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（５）健康 1 

沖縄地方では、地球温暖化により年間平均気温が上昇し、熱中症リスクの増加が懸念されて2 

います。本県は観光客が多く、県民のみならず来訪者に対しても熱中症対策を進めることが3 

重要です。そのため、公共施設や学校教育現場など各施設における適正環境の提供に取り組4 

みます。また、気温上昇により熱帯的な気候に変化することにより、熱帯地域特有の感染症を5 

媒介する蚊の定着が高まる可能性があることから、蚊を採集・分類同定し発生状況調査など6 

に取り組み、県民の健康を守るための適応策を展開します。 7 
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※ 青文字：県で取組は実施していないが、国の影響評価及び適応計画を基に重要と思われる細目について参考に記載 19 
※ ○：本県において施策が実施されている細目 20 
※ ◎：本県において施策が実施されており、特に重要と考えられる細目 21 
※ 黄色網掛けは、現行計画から追加・変更等した内容 22 
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（６）産業・経済活動 1 

本県の観光産業は恵まれた自然と独自の文化を活かして大きく発展してきましたが、気候2 

変動の影響に伴う海面上昇による砂浜の減少など、海洋スポーツや自然観光への影響等が懸3 

念されています。また、気温の上昇による空調機の冷房負荷の上昇や、建設工事におけるコ4 

ンクリートの質の維持等の建設関係への影響も懸念されていることから、観光業、建設業の5 

影響に関する科学的知見の集積を図るなど、本県の産業・経済活動を守るための適応策を展6 

開します。 7 
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※ 青文字：県で取組は実施していないが、国の影響評価及び適応計画を基に重要と思われる細目について参考に記載 22 
※ ○：本県において施策が実施されている細目 23 
※ ◎：本県において施策が実施されており、特に重要と考えられる細目 24 
※ 黄色網掛けは、現行計画から追加・変更等した内容 25 
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（７）国民生活・都市生活 1 

県民生活や観光を含めた産業振興において、インフラ・ライフラインは大変重要な役割を2 

担っています。気候変動による短時間強雨や強い台風の増加等によるインフラ・ライフライン3 

への影 響を軽減するため、土砂崩れに対する対策や河川の氾濫対策等に取り組むとともに、4 

気候変動 による生物季節の変動への影響調査や気温上昇に対する暑熱対策の取組など、本県5 

の国民生活・都市生活を守るための適応策を展開します。 6 
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※ 青文字：県で取組は実施していないが、国の影響評価及び適応計画を基に重要と思われる細目について参考に記載 16 
※ ○：本県において施策が実施されている細目 17 
※ ◎：本県において施策が実施されており、特に重要と考えられる細目 18 
※ 黄色網掛けは、現行計画から追加・変更等した内容 19 
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（８）基盤的施策 1 

（１）～（７）までの項目について、適応策を示してきましたが、これらの気候変動適応2 

の基盤として、本計画の各分野の施策を推進するとともに、環境影響評価制度の推進にあた3 

っては気候変動の影響を考慮した環境影響評価の手法について検討を行い、本計画の基盤的4 

施策として展開します。 5 
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※ 青文字：県で取組は実施していないが、国の影響評価及び適応計画を基に重要と思われる細目について参考に記載 16 
※ ○：本県において施策が実施されている細目 17 
※ ◎：本県において施策が実施されており、特に重要と考えられる細目 18 
※ 黄色網掛けは、現行計画から追加・変更等した内容 19 
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（９）普及啓発 1 

気候変動や適応策という考え方については、令和 7年度の県民へのアンケート調査結果か2 

ら「適応」の「言葉自体を知らなかった」が約６割となっており、令和 2年度調査と比較し3 

て大きな変化は認められなかったことから、認知度の向上を図るため各種普及啓発活動によ4 

り、気候変動による影響を周知し、自然災害への備えや熱中症対策などに関する自主的な取5 

組を促していきます。その際、外国人に向けた複数言語記載や年少者向けには分かりやすい6 

ものとするなど、対象者の多様性を考慮していきます。 7 
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